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市第15号議案 

   横浜市海づり施設条例の一部改正 

 横浜市海づり施設条例の一部を改正する条例を次のように定める

。 

平成22年６月11日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市海づり施設条例の一部を改正する条例 

 横浜市海づり施設条例（昭和53年７月横浜市条例第40号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条第１項中「関する業務」の次に「及び大黒ふ頭先端緑地に

関する横浜市港湾施設使用条例（昭和24年９月横浜市条例第49号）

第２条の２第１項各号に掲げる業務（同項第１号に掲げる業務にあ

っては、同条例第３条の２の許可に関する業務に限る。）」を、「

により、」の次に「一の」を加え、同条第４項中「海づり施設」の

次に「及び大黒ふ頭先端緑地」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

  

   提 案 理 由 

 横浜市大黒海づり施設等及び大黒ふ頭先端緑地について一の指定

管理者に管理を行わせるため、横浜市海づり施設条例の一部を改正

したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 海 づ り 施 設 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   
 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

                及 び 大 黒 ふ 頭 先 
第 ３ 条  次 に 掲 げ る 海 づ り 施 設 の 管 理 に 関 す る 業 務 
                               

 端 緑 地 に 関 す る 横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 （ 昭 和 24 年 ９ 月 横 浜 市 条 
                               

 例 第 49 号 ） 第 ２ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 （ 同 項 第 １ 号 に 掲 
                               

 げ る 業 務 に あ っ て は 、 同 条 例 第 ３ 条 の ２ の 許 可 に 関 す る 業 務 に 限 
                               

 る 。）  
         は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３           

       一 の 
 項 の 規 定 に よ り 、   指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を 
            

 い う 。 以 下 同 じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

４  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 か つ 、 実 

              及 び 大 黒 ふ 頭 先 端 緑 地 
 績 等 を 考 慮 し て 、 海 づ り 施 設           の 設 置 の 目 的 
                         

 を 最 も 効 果 的 に 達 成 す る こ と が で き る と 認 め た も の を 指 定 管 理 者 

 と し て 指 定 す る 。 


